
議案第４８号

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

について

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１９年木津川市

条例第２０２号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和元年８月２９日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和元年法律第３７号）」の公布により「地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）」の一部が改正され、公布の日（令和元年６月１４日）から起算し

て６月を経過した日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例（案）

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１９年木津川市

条例第２０２号）の一部を次のように改正する。

第４条第１号を削り、同条第２号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号を同条第１
こ

号とし、同条第３号中「免職」を「懲戒免職」に改め、同号を同条第２号とし、同条

第４号を同条第３号とする。

第５条第２項第１号中「第３号」を「第２号」に改める。

附 則

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の公布の日（令和元年６月１４

日）から起算して６月を経過した日（令和元年１２月１４日）から施行する。



参考資料（議案第４８号）

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例（案）新旧対照表

（新）

第１条～第３条 （略）

（欠格事項）

第４条 次の各号のいずれかに該当する

者は、団員となることができない。

（１） 禁錮以上の刑に処せられ、

その執行を終わるまでの者又は

その執行を受けることがなくな

るまでの者

（２） 第６条の規定により懲戒免

職の処分を受け、当該処分の日

から２年を経過しない者

（３） （略）

（分限）

第５条 （略）

２ 団員は、次の各号のいずれかに該当

するに至ったときは、その身分を失

う。

（１） 前条各号（第２号を除く。）

のいずれかに該当するに至ったと

き。

（２） （略）

第６条～第１５条 （略）

（旧）

第１条～第３条 （略）

（欠格事項）

第４条 次の各号のいずれかに該当する

者は、団員となることができない。

（１） 成年被後見人又は被保佐人

（２） 禁錮以上の刑に処せられ、
こ

その執行を終わるまでの者又は

その執行を受けることがなくな

るまでの者

（３） 第６条の規定により免職の

処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者

（４） （略）

（分限）

第５条 （略）

２ 団員は、次の各号のいずれかに該当

するに至ったときは、その身分を失

う。

（１） 前条各号（第３号を除く。）

のいずれかに該当するに至ったと

き。

（２） （略）

第６条～第１５条 （略）



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第４８号 木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に
関する条例の一部改正について 

担 当 課 危機管理課 消防防災係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の公

布により地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部が改

正され、公布の日（令和元年６月１４日）から起算して６月を経

過した日から施行されることに伴い、所要の改正を行うもので

す。 

提案に至るまでの経緯 

・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の公布（令和元年６月１４日） 

・課内で協議・検討を行い、改正案を策定。 

市 民 参 加 の 状 況 
□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
５ 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせ
るまちづくり 

政 策 分 野 １１ 防災・減災 

施 策 
② 地域防災 
ア．危機管理体制の強化 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

成年後見制度を利用されている方が、一律に消防団員から排除

されることがなくなります。 

経費は特に必要ありません。 
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